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公立学校の廃止届を次のとおり受理しました｡
平成18年６月30日

三 重 県 教 育 委 員 会
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名 称 廃止しようとする日 廃 止 の 理 由

尾鷲市立古江小学校 平成18年７月１日
現在休校中の古江小学校の跡地を利活用して

地区の活性化に寄与するため｡

規 則 ○ 公立学校の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の一部を
改正する規則 ……………………………………………………………………… 福利・給与室 １頁

公 告 ○ 公立学校の廃止届の受理 ………………………………………………………… 学 校 施 設 室 １頁
正 誤 ○ 平成18年3月17日付け第1530号…………………………………………………… 文化財保護室 ２頁

公 立 学 校 の 非 常 勤 職 員 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 十 八 年 六 月 三 十 日

三 重 県 教 育 委 員 会 委 員 長 井 村 正 勝
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公 立 学 校 の 非 常 勤 職 員 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

公 立 学 校 の 非 常 勤 職 員 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 規 則 ( 昭 和 三 十 二 年 三 重 県 教 育 委 員 会 規 則 第 三 号 ) の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 二 項 中 ｢ 委 嘱 さ れ 、 若 し く は 離 職 し 、 又 は 死 亡 し た 場 合 に お け る 手 当 の 額 は 、 別 表 第 一 に 掲 げ る 基 本

額 及 び 加 算 額 ( 前 項 た だ し 書 に 該 当 す る 場 合 に あ つ て は 、 教 育 長 が 別 に 定 め る 額 ) を 十 二 で 除 し て 得 た 額 に 在 職

し た 月 数 ( 月 の 途 中 に お い て 委 嘱 さ れ 、 若 し く は 離 職 し 、 又 は 死 亡 し た 場 合 に お い て は 、 委 嘱 さ れ 、 若 し く は 離

職 し 、 又 は 死 亡 し た 日 の 属 す る 月 を 含 む 。) を 乗 じ て 得 た 額 に 、 同 表 に 掲 げ る 加 給 額 を 加 え て 得 た 額 と す る 。｣ を

｢ 委 嘱 さ れ た と き は そ の 日 か ら 、 離 職 し た と き は そ の 日 ま で 、 死 亡 し た と き は そ の 日 の 属 す る 月 ま で の 手 当 を 支

給 す る 。｣ に 改 め る 。

第 二 条 中 第 三 項 を 第 四 項 と し 、 第 二 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

３ 前 項 の 規 定 に よ り 支 給 す る 場 合 の 手 当 の 額 は 、 別 表 第 一 に 掲 げ る 基 本 額 及 び 加 算 額 ( 第 一 項 た だ し 書 に 該 当

す る 場 合 に あ つ て は 、 教 育 長 が 別 に 定 め る 額 ) を 月 割 計 算 し て 得 た 額 に 、 同 表 に 掲 げ る 加 給 額 を 加 え て 得 た 額

と す る 。 た だ し 、 月 の 途 中 に お い て 新 た に 委 嘱 さ れ 又 は 離 職 し た と き ( 死 亡 し た と き を 除 く 。) の 当 該 月 分 の

基 本 額 及 び 加 算 額 の 算 定 は 、 現 日 数 を 基 礎 と し て 日 割 に よ り 行 う 。

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。



教育公報 号 外
平成18年６月30日発行

発 行
津 市 広 明 町 １３ 番 地
三 重 県 教 育 委 員 会

印 刷
有 限 会 社 第 一 プ リ ン ト 社���������	
��������

� �

平成18年3月17日付け三重県教育公報第1530号に登載しました､ 三重県指定有形文化財の指定の告示中
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考古資料 初期須恵器・韓式系土器 (六大Ａ遺跡出) 107点 多気郡明和町竹川503 三重県

考古資料 初期須恵器・韓式系土器 (六大Ａ遺跡出土) 107点 多気郡明和町竹川503 三重県


